
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
五
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甲
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裁
判
長
　
　
藤
村
　 
啓

殿

　
　
　
裁
判
官
　
　
高
橋
　 
譲

殿

　
　
　
裁
判
官
　
　
下
田
　
敦
史

殿

東
京
大
学
駒
場
寮
「
明
け
渡
し
」
訴
訟
に
お
け
る
　

公
正
な
判
断
を
求
め
る
要
請
書

【
要
請
書
集
約
先
】

　
東
京
大
学
駒
場
寮
委
員
会

　
　
　
東
京
都
目
黒
区
駒
場
三
‐
八
‐
一
　
東
京
大
学
駒
場
寮
　
　
○
三
（
三
四
六
七
）
七
二
五
八
（
代
表
）

　
東
京
大
学
教
養
学
部
学
生
自
治
会
正
副
委
員
長

　
　
　
東
京
都
目
黒
区
駒
場
三
‐
八
‐
一
　
東
京
大
学
教
養
学
部
学
生
会
館
二
○
八
号
室
　
　
○
三
（
五
四
五
四
）
四
三
四
四

　
東
京
大
学
教
養
学
部
学
友
会
学
生
理
事
会

　
　
　
東
京
都
目
黒
区
駒
場
三
‐
八
‐
一
　
東
京
大
学
教
養
学
部
「
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ
」
Ａ
一
○
二
号
室
　
　
○
三
（
三
四
六
九
）
二
五
四
四

　
現
在
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
駒
場
寮
の
「
明
け
渡
し
」
を
求
め
る
裁
判
が
審
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
が
駒
場
寮
生
を
駒
場
寮
か
ら
追

い
出
す
た
め
に
提
訴
し
た
こ
の
裁
判
は
、
ま
も
な
く
結
審
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
状
況
で
す
。

　
駒
場
寮
の
問
題
は
、
東
京
大
学
当
局
が
、
駒
場
寮
生
や
東
大
の
学
生
に
一
切
秘
密
に
し
た
ま
ま
、
一
方
的
に
駒
場
寮
の
「
廃
寮
」
を
決
定
し
た

こ
と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。
東
大
当
局
は
、
二
年
連
続
の
ス
ト
ラ
イ
キ
な
ど
で
示
さ
れ
た
、
学
生
の
「
廃
寮
」
反
対
の
意
志
を
も
全
く
無
視
し
、

一
九
九
六
年
四
月
、
駒
場
寮
の
「
廃
寮
」
を
一
方
的
に
宣
言
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
多
数
の
学
生
が
生
活
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
駒
場
寮

の
電
気
・
ガ
ス
を
ス
ト
ッ
プ
し
、
挙
げ
句
の
果
て
に
は
大
量
の
ガ
ー
ド
マ
ン
を
使
っ
て
暴
力
的
に
寮
施
設
を
破
壊
す
る
な
ど
、
駒
場
寮
の
「
廃
寮
」

化
を
強
行
的
に
お
し
す
す
め
て
き
ま
し
た
。
学
生
・
寮
生
は
そ
の
後
も
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
求
め
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
東
大
当
局
は
、

国
の
力
を
借
り
て
学
生
を
裁
判
に
訴
え
る
と
い
う
、
東
大
史
上
に
も
な
い
前
代
未
聞
の
暴
挙
に
出
ま
し
た
。

し
か
し
、
大
学
内
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
強
制
的
な
手
段
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
大
学
構
成
員
ど
う
し
が
十
分
に
必
要
な
時
間
を
か
け
、
理

性
的
な
話
し
合
い
を
お
こ
な
っ
て
解
決
す
る
の
が
、
大
学
自
治
の
原
則
に
か
な
っ
た
問
題
解
決
の
方
法
で
す
。
大
学
自
治
の
原
則
は
、
日
本
国
憲

法
第
二
十
三
条
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
も
、
当
然
に
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

さ
る
一
九
九
九
年
十
二
月
に
東
大
教
養
学
部
で
実
施
さ
れ
た
学
生
投
票
で
も
、「
駒
場
寮
『
廃
寮
』
計
画
を
い
っ
た
ん
取
り
や
め
、
学
生
と
の
合

意
に
も
と
づ
く
キ
ャ
ン
パ
ス
づ
く
り
を
行
う
こ
と
を
求
め
よ
う
」
と
い
う
主
文
が
、
二
千
三
百
名
以
上
の
学
生
の
賛
成
に
よ
り
批
准
さ
れ
、
目
下
、

大
学
内
に
お
い
て
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
に
向
け
た
努
力
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
学
内
自
治
寮
で
あ
る
駒
場
寮
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
十
三
条
や
教
育
基
本
法
第
三
条
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る
、
教
育
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る

た
め
に
、
東
京
大
学
に
お
い
て
か
け
が
え
の
な
い
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
経
済
的
に
苦
し
い
学
生
が
多
数
生
活
し
て
い
る
駒
場
寮
の
「
明
け

渡
し
」
は
、
多
く
の
学
生
の
学
生
生
活
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
す
。

そ
れ
だ
け
に
、
貴
裁
判
所
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
の
裁
判
の
結
果
が
も
た
ら
す
重
大
な
影
響
を
十
分
に
理
解
さ
れ
、
大
学
自
治
の
原
則
が
尊

重
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
解
決
の
た
め
に
、
駒
場
寮
の
問
題
に
か
か
わ
る
事
実
を
し
っ
か
り
と
ふ
ま
え
、
日
本
国
憲
法
・
教
育
基
本
法
に
則
っ
た
公

正
な
判
断
を
下
さ
れ
る
よ
う
、
切
に
要
望
す
る
次
第
で
す
。
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